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第一部【企業情報】

第１【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】

回次
第62期

第２四半期
連結累計期間

第63期
第２四半期
連結累計期間

第62期

会計期間
自　平成26年４月１日
至　平成26年９月30日

自　平成27年４月１日
至　平成27年９月30日

自　平成26年４月１日
至　平成27年３月31日

売上高 （百万円） 73,163 63,158 145,704

経常利益 （百万円） 2,387 1,195 4,155

親会社株主に帰属する四半期

（当期）純利益
（百万円） 1,470 772 2,474

四半期包括利益又は包括利益 （百万円） 2,388 444 4,888

純資産額 （百万円） 55,380 57,366 57,524

総資産額 （百万円） 84,797 80,284 85,461

１株当たり四半期（当期）純利

益金額
（円） 62.00 32.57 104.34

潜在株式調整後１株当たり四半

期（当期）純利益金額
（円） － － －

自己資本比率 （％） 64.7 70.8 66.7

営業活動による

キャッシュ・フロー
（百万円） 2,070 235 4,095

投資活動による

キャッシュ・フロー
（百万円） △727 △291 △741

財務活動による

キャッシュ・フロー
（百万円） △531 △680 △950

現金及び現金同等物の四半期末

（期末）残高
（百万円） 23,015 24,294 25,143

 

回次
第62期

第２四半期
連結会計期間

第63期
第２四半期
連結会計期間

会計期間
自　平成26年７月１日
至　平成26年９月30日

自　平成27年７月１日
至　平成27年９月30日

１株当たり四半期純利益金額 （円） 29.15 14.17

　（注）１．当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載

しておりません。

       ２．売上高には、消費税等は含んでおりません。

３. 潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しており

ません。

４. 「企業結合に関する会計基準」（企業会計基準第21号 平成25年９月13日）等を適用し、第１四半期連結累

計期間より、「四半期（当期）純利益」を「親会社株主に帰属する四半期（当期）純利益」としておりま

す。

５．「株式給付信託（BBT）」に残存する自社の株式は、第63期第２四半期連結累計期間及び第63期第２四半期

連結会計期間の１株当たり四半期純利益金額の算定上、期中平均株式数の計算において控除する自己株式に

含めております。
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２【事業の内容】

　当第２四半期連結累計期間において、当社グループ（当社及び当社の関係会社）が営む事業の内容について、重要

な変更はありません。なお、NOVALUX (MALAYSIA)SDN BHD は、今後のグループ経営における重要性が乏しいため、第

１四半期連結会計期間より、連結の範囲から除外しております。
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第２【事業の状況】

１【事業等のリスク】

　当第２四半期連結累計期間において、新たな事業等のリスクの発生、または、前事業年度の有価証券報告書に記載

した事業等のリスクについての重要な変更はありません。

 

２【経営上の重要な契約等】

 当第２四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。

 

３【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

     文中の将来に関する事項は、当四半期連結会計期間の末日現在において当社グループ（当社及び連結子会社）が判

断したものであります。

     なお、第１四半期連結累計期間より、「企業結合に関する会計基準」（企業会計基準第21号 平成25年９月13日）

等を適用し、「四半期純利益」を「親会社株主に帰属する四半期純利益」としております。

 

 （１）業績の状況

 当第２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、大企業および製造業において、景気に足踏み感はあるもの

の、政府の経済対策や日銀の金融政策を背景に、設備投資の増加・企業業績や雇用・所得環境の改善が見られ、緩

やかな回復基調が継続しております。

 世界経済を見ると、米国は金融緩和縮小に伴う金利上昇の懸念により、成長鈍化や原油安・ドル高の影響はある

ものの、内需の底堅さを背景に、回復基調が持続いたしました。欧州はギリシャ情勢の不透明な状況が続いている

ものの、良好な個人消費が底堅さを維持し、緩やかな景気回復が続いております。

 また、中国経済の減速懸念、新興国の成長鈍化傾向・資源国の落ち込み等、世界経済の停滞リスクを含み全体と

して不透明な状況で推移いたしました。

 このような経済状況のもと、当社グループ（当社及び連結子会社）は、自動車電装関連が北米やＡＳＥＡＮ向け

を中心に堅調に推移したものの、中国・新興国による設備投資鈍化の影響から需要が大きく減衰いたしました。特

に、娯楽機器関連につきましては、リユース・リサイクルが進み、業界全体の販売台数の減少を受けて減収減益と

なりました。

 これらの結果、当第２四半期連結累計期間の業績は、連結売上高 631億58百万円（前年同四半期比13.7％減）、

営業利益 12億７百万円（同51.6％減）、経常利益 11億95百万円（同49.9％減）、親会社株主に帰属する四半期純

利益 ７億72百万円（同47.5％減）となりました。

 

 セグメントの業績は、次のとおりであります。

電子部品事業

 電子部品事業におきましては、売上高は546億58百万円（前年同四半期比5.2％減）となりました。

①　集積回路

 国内において、民生関連及び自動車電装関連が堅調に推移いたしました。海外においては、民生関連及び欧州

向け自動車電装関連が堅調に推移いたしました。

 以上の結果、集積回路の売上高は275億72百万円（前年同四半期比10.1％増）となりました。

②　半導体素子

 国内において、娯楽機器関連及び通信関連が低調に推移いたしました。海外においては、娯楽機器関連及び産

業関連が低調に推移いたしました。

 以上の結果、半導体素子の売上高は79億33百万円（前年同四半期比16.4％減）となりました。

③　回路部品

 国内、海外共に自動車電装関連が堅調に推移いたしましたが、娯楽機器関連及び産業機器関連が低調に推移い

たしました。

　以上の結果、回路部品の売上高は77億58百万円（前年同四半期比12.5％減）となりました。
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④　ＬＣＤ等

 国内、海外共に、娯楽機器関連が大幅に減少いたしました。

 以上の結果、ＬＣＤ等の売上高は15億71百万円（前年同四半期比46.5％減）となりました。

⑤　その他電子部品

 国内において、娯楽機器関連が低調に推移いたしました。海外においては、産業機器関連が低調に推移いたし

ました。

　以上の結果、その他電子部品の売上高は98億22百万円（前年同四半期比13.2％減）となりました。

アッセンブリ事業

 　アッセンブリ製品

 国内において、娯楽機器関連が大幅に減少いたしました。海外においては、娯楽機器関連及び産業機器関連が

低調に推移いたしました。

 以上の結果、アッセンブリ製品の売上高は68億73百万円（前年同四半期比50.3％減）となりました。

その他の事業

 　電子機器及びマイクロコンピュータのソフトウェア受託開発

 中国向け充放電装置販売が、メーカーの生産終了に伴い、減少いたしました。

 以上の結果、電子機器及びマイクロコンピュータのソフトウェア受託開発の売上高は16億26百万円（前年同四

半期比4.5％減）となりました。

 

 （２）キャッシュ・フローの状況

 当第２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、税金等調整前四半期純

利益が11億94百万円（前年同四半期比48.9％減）となり、売上債権の減少、たな卸資産の減少、定期預金の払戻、

自己株式の売却による収入等があったものの、仕入債務の減少、法人税等の支払、定期預金の預入、株式報酬制度

設定による支出、配当金の支払等があったことにより、前連結会計年度末に比べ８億49百万円減少し、当第２四半

期連結会計期間末においては242億94百万円となりました。

 当第２四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

 営業活動の結果獲得した資金は、２億35百万円（前年同四半期比88.6％減）となりました。これは主に税金等調

整前四半期純利益が11億94百万円、仕入債務の減少44億58百万円、法人税等の支払５億51百万円の支払等があった

ものの、売上債権の減少24億14百万円、たな卸資産の減少12億77百万円、未払消費税等の増加２億84百万円による

収入等があったことによるものであります。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

 投資活動の結果使用した資金は、２億91百万円（前年同四半期比59.9％減）となりました。これは主に定期預金

の払戻４億19百万円の収入等があったものの、定期預金の預入６億59百万円の支出等があったことによるものであ

ります。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

 財務活動の結果使用した資金は、６億80百万円（前年同四半期比28.1％増）となりました。これは主に短期借入

金の実行１億円、自己株式の売却による３億87百万円の収入等があったものの、短期借入金の約定弁済１億84百万

円、株式報酬制度設定による支出３億87百万円、配当金の支払５億93百万円の支出等があったことによるものであ

ります。

 

 （３）事業上及び財務上の対処すべき課題

　　　 当第２四半期連結累計期間において、当社グループが対処すべき課題について重要な変更はありません。

 

　（４）研究開発活動

　　　　該当事項はありません。

 

　（５）従業員数

　　　　当第２四半期連結累計期間において、従業員数に著しい増加又は減少はありません。
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　（６）仕入、受注及び販売の実績

　　　　当第２四半期連結累計期間において、アッセンブリ事業における仕入実績及び販売実績が著しく減少しておりま

す。これは、当第２四半期連結累計期間においては、娯楽機器関連において、部材リユース及びリサイクルの影響

などにより、昨年度に比べ、仕入実績及び販売実績が減少していることによるものであります。

       この結果、アッセンブリ事業における仕入実績は61億51百万円（前年同四半期比50.7％減）、販売実績は68億73

百万円（前年同四半期比50.3％減）となっております。

       なお、当社グループが営んでいる主な事業内容は電子部品、アッセンブリ製品及び電子機器の販売及びそれに附

随する商社活動であり、受注生産活動は僅少なため、受注規模を金額で記載しておりません。

 

　（７）主要な設備

　　　　前連結会計年度末において、主要な設備の新設、除却等の計画はありません。また、当第２四半期連結累計期間

において、主要な設備の新設、休止、大規模改修、除却、売却等による著しい変動はありません。
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第３【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

（１）【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類 発行可能株式総数（株）

普通株式 39,700,000

計 39,700,000

 

②【発行済株式】

種類
第２四半期会計期間末現
在発行数（株）
（平成27年９月30日）

提出日現在発行数（株）
（平成27年11月13日）

上場金融商品取引所名
又は登録認可金融商品
取引業協会名

内容

普通株式 24,855,283 24,855,283
　東京証券取引所

　市場第一部

単元株式数

　100株

計 24,855,283 24,855,283 － －

 

（２）【新株予約権等の状況】

 該当事項はありません。

 

（３）【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

 該当事項はありません。

 

（４）【ライツプランの内容】

　該当事項はありません。

 

（５）【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日
発行済株式総
数増減数

（株）

発行済株式総
数残高（株）

資本金増減額
（百万円）

資本金残高
（百万円）

資本準備金増
減額
（百万円）

資本準備金残
高（百万円）

　平成27年７月１日～

平成27年９月30日
－ 24,855,283 － 9,501 － 9,599
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（６）【大株主の状況】

  平成27年９月30日現在

氏名又は名称 住所
所有株式数
（千株）

発行済株式総数に
対する所有株式数
の割合（％）

有限会社キタイアンドカンパニー 東京都目黒区中央町２－22－７ 2,450 9.86

新光商事株式会社 東京都品川区大崎１－２－２ 1,135 4.57

日本トラスティ・サービス信託銀行

株式会社（信託口）
東京都中央区晴海１－８－11 724 2.92

日本証券金融株式会社 東京都中央区日本橋茅場町１－２－10 656 2.64

北井　暁夫 東京都大田区 651 2.62

BNY GCM CLIENT ACCOUNT JPRD AC

ISG （FE-AC）（常任代理人 株式

会社三菱東京ＵＦＪ銀行）

PETERBOROUGH COURT 133 FLEET STREET

LONDON EC4A 2BB UNITED KINGDOM

（東京都千代田区丸の内２－７－１）

632 2.54

日本トラスティ・サービス信託銀行

株式会社（三井住友信託銀行再信

託分・ルネサスエレクトロニクス

株式会社退職給付信託口）

東京都中央区晴海１－８－11 622 2.50

株式会社横浜銀行（常任代理人 資産

管理サービス信託銀行株式会社）

神奈川県横浜市西区みなとみらい３－１

－１

（東京都中央区晴海１－８－12）

571 2.30

CBNY DFA INTL SMALL CAP VALUE

PORTFOLIO（常任代理人 シティバ

ンク銀行株式会社）

388 GREENWICH STREET,NY,NY 10013,USA

（東京都新宿区新宿６－27－30）
562 2.26

UBS AG LONDON A/C IPB SEGREGATED

CLIENT ACCOUNT（常任代理人 シティ

バンク銀行株式会社）

BAHNHOFSTRASSE

45,8001,ZURICH,SWITZERLAND

（東京都新宿区新宿６－27－30）

487 1.96

計 － 8,494 34.18

（注） 新光商事株式会社の所有株式数には、「株式給付信託（BBT）」制度の導入にともない、資産管理サービス株式会

社（信託Ｅ口）が保有する300千株を含めております。
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（７）【議決権の状況】

①【発行済株式】

平成27年９月30日現在
 

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容

無議決権株式 － － －

議決権制限株式（自己株式等） － － －

議決権制限株式（その他） － － －

完全議決権株式（自己株式等）
 普通株式

1,135,500
3,000 －

完全議決権株式（その他）
普通株式

23,692,600
236,926 －

単元未満株式
普通株式

27,183
－ －

発行済株式総数 24,855,283 － －

総株主の議決権 － 239,926 －

（注） 「完全議決権株式（自己株式等）」欄の普通株式には、「株式給付信託（BBT）」制度の導入にともない、資産管

理サービス信託銀行株式会社（信託Ｅ口）が保有する300,000株（議決権の数3,000個）が含まれております。

      なお、当該議決権の数3,000個は、議決権不行使となっております。

 

②【自己株式等】

平成27年９月30日現在
 

所有者の氏名又は名称 所有者の住所
自己名義所有
株式数（株）

他人名義所有
株式数（株）

所有株式数の
合計（株）

発行済株式総数
に対する所有株
式数の割合

（％）

 新光商事株式会社
東京都品川区大崎　

一丁目２番２号
835,500 300,000 1,135,500 4.57

計 － 835,500 300,000 1,135,500 4.57

（注）他人名義で保有している理由等

保有理由 名義人の氏名又は名称 名義人の住所

「株式給付信託（BBT）」制度の信

託財産として300,000株保有

資産管理サービス信託銀行株式会

社（信託Ｅ口）
東京都中央区晴海1－8－12

 

２【役員の状況】

 該当事項はありません。
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第４【経理の状況】

１．四半期連結財務諸表の作成方法について
　当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内

閣　府令第64号）に基づいて作成しております。

 

２．監査証明について
　当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第２四半期連結会計期間（平成27年７月１日から

平成27年９月30日まで）及び第２四半期連結累計期間（平成27年４月１日から平成27年９月30日まで）に係る四半

期連結財務諸表について、清陽監査法人による四半期レビューを受けております。
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１【四半期連結財務諸表】

（１）【四半期連結貸借対照表】

  （単位：百万円）

 
前連結会計年度

(平成27年３月31日)
当第２四半期連結会計期間

(平成27年９月30日)

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 18,984 25,376

受取手形及び売掛金 28,429 25,884

有価証券 7,000 100

商品及び製品 14,201 13,125

仕掛品 1 11

原材料 768 511

繰延税金資産 284 289

未収入金 ※３ 8,119 ※３ 7,936

その他 294 220

貸倒引当金 △7 △7

流動資産合計 78,076 73,447

固定資産   

有形固定資産 1,630 1,612

無形固定資産 230 223

投資その他の資産   

投資有価証券 3,397 2,854

繰延税金資産 32 33

その他 2,097 2,116

貸倒引当金 △3 △3

投資その他の資産合計 5,524 5,000

固定資産合計 7,385 6,836

資産合計 85,461 80,284

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 19,467 14,827

短期借入金 1,544 1,487

1年内返済予定の長期借入金 － 2,500

未払法人税等 572 430

役員賞与引当金 57 18

その他 1,098 1,059

流動負債合計 22,741 20,323

固定負債   

長期借入金 3,100 600

繰延税金負債 750 643

再評価に係る繰延税金負債 138 138

退職給付に係る負債 1,019 1,019

資産除去債務 4 4

株式報酬引当金 － 9

その他 182 179

固定負債合計 5,195 2,594

負債合計 27,936 22,917
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  （単位：百万円）

 
前連結会計年度

(平成27年３月31日)
当第２四半期連結会計期間

(平成27年９月30日)

純資産の部   

株主資本   

資本金 9,501 9,501

資本剰余金 9,600 9,733

利益剰余金 35,938 36,109

自己株式 △958 △1,093

株主資本合計 54,082 54,252

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 906 661

繰延ヘッジ損益 0 －

土地再評価差額金 229 229

為替換算調整勘定 1,839 1,750

退職給付に係る調整累計額 △36 △32

その他の包括利益累計額合計 2,940 2,610

非支配株主持分 502 504

純資産合計 57,524 57,366

負債純資産合計 85,461 80,284
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（２）【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】

【四半期連結損益計算書】

【第２四半期連結累計期間】

  （単位：百万円）

 
前第２四半期連結累計期間
(自　平成26年４月１日
　至　平成26年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自　平成27年４月１日
　至　平成27年９月30日)

売上高 73,163 63,158

売上原価 66,898 58,107

売上総利益 6,264 5,050

販売費及び一般管理費 ※ 3,769 ※ 3,843

営業利益 2,494 1,207

営業外収益   

受取利息 21 28

受取配当金 28 34

仕入割引 17 1

雑収入 32 11

営業外収益合計 100 75

営業外費用   

支払利息 32 29

為替差損 168 48

雑支出 6 9

営業外費用合計 207 87

経常利益 2,387 1,195

特別損失   

固定資産除売却損 5 0

投資有価証券評価損 44 －

その他 1 －

特別損失合計 51 0

税金等調整前四半期純利益 2,336 1,194

法人税等 855 419

四半期純利益 1,481 774

非支配株主に帰属する四半期純利益 10 2

親会社株主に帰属する四半期純利益 1,470 772
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【四半期連結包括利益計算書】

【第２四半期連結累計期間】

  （単位：百万円）

 
前第２四半期連結累計期間
(自　平成26年４月１日
　至　平成26年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自　平成27年４月１日
　至　平成27年９月30日)

四半期純利益 1,481 774

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 418 △245

繰延ヘッジ損益 0 △0

土地再評価差額金 － 0

為替換算調整勘定 486 △89

退職給付に係る調整額 1 3

その他の包括利益合計 907 △330

四半期包括利益 2,388 444

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 2,374 442

非支配株主に係る四半期包括利益 13 1
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（３）【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

  （単位：百万円）

 
前第２四半期連結累計期間
(自　平成26年４月１日
　至　平成26年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自　平成27年４月１日
　至　平成27年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前四半期純利益 2,336 1,194

減価償却費 73 109

貸倒引当金の増減額（△は減少） △10 0

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △24 △38

株式報酬引当金の増減額（△は減少） － 9

退職給付に係る負債の増減額（△は減少） 14 5

受取利息及び受取配当金 △49 △62

支払利息 32 29

有形固定資産除売却損益（△は益） 5 0

無形固定資産除売却損益（△は益） 0 －

投資有価証券評価損益（△は益） 44 －

売上債権の増減額（△は増加） 331 2,414

未収入金の増減額（△は増加） △1,376 △115

たな卸資産の増減額（△は増加） △702 1,277

仕入債務の増減額（△は減少） 4,036 △4,458

未払消費税等の増減額（△は減少） △28 284

その他の資産・負債の増減額 △1,690 133

その他 61 △29

小計 3,054 754

利息及び配当金の受取額 49 61

利息の支払額 △32 △29

法人税等の支払額 △1,001 △551

営業活動によるキャッシュ・フロー 2,070 235

投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の預入による支出 △766 △659

定期預金の払戻による収入 492 419

投資有価証券の取得による支出 △6 △6

投資有価証券の償還による収入 － 100

有形固定資産の取得による支出 △269 △57

有形固定資産の売却による収入 0 0

無形固定資産の取得による支出 △71 △66

貸付けによる支出 △0 －

貸付金の回収による収入 0 0

その他の支出 △115 △28

その他の収入 8 6

投資活動によるキャッシュ・フロー △727 △291
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  （単位：百万円）

 
前第２四半期連結累計期間
(自　平成26年４月１日
　至　平成26年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自　平成27年４月１日
　至　平成27年９月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入れによる収入 163 100

短期借入金の返済による支出 △100 △184

リース債務の返済による支出 △1 △1

自己株式の取得による支出 △0 △0

自己株式の売却による収入 － 387

株式報酬制度設定による支出 － △387

配当金の支払額 △592 △593

財務活動によるキャッシュ・フロー △531 △680

現金及び現金同等物に係る換算差額 179 △86

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 991 △823

現金及び現金同等物の期首残高 21,931 25,143

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 92 －

連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 － △25

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※ 23,015 ※ 24,294
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【注記事項】

（連結の範囲又は持分法適用の範囲の変更）

 NOVALUX (MALAYSIA) SDN BHD は、今後のグループ経営における重要性が乏しいため、第１四半期連結会計期間

より、連結の範囲から除外しております。

 

（会計方針の変更）

（企業結合に関する会計基準等の適用）

　「企業結合に関する会計基準」（企業会計基準第21号　平成25年９月13日。以下「企業結合会計基準」とい

う。）、「連結財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第22号　平成25年９月13日。以下「連結会計基準」と

いう。）及び「事業分離等に関する会計基準」（企業会計基準第７号　平成25年９月13日。以下「事業分離等会計

基準」という。）等を第１四半期連結会計期間から適用し、支配が継続している場合の子会社に対する当社の持分

変動による差額を資本剰余金として計上するとともに、取得関連費用を発生した連結会計年度の費用として計上す

る方法に変更しております。また、第１四半期連結会計期間の期首以後実施される企業結合については、暫定的な

会計処理の確定による取得原価の配分額の見直しを企業結合日の属する四半期連結会計期間の四半期連結財務諸表

に反映させる方法に変更しております。加えて、四半期純利益等の表示の変更及び少数株主持分から非支配株主持

分への表示の変更を行っております。当該表示の変更を反映させるため、前第２四半期連結累計期間及び前連結会

計年度については、四半期連結財務諸表及び連結財務諸表の組替えを行っております。

 企業結合会計基準等の適用については、企業結合会計基準第58－２項(4)、連結会計基準第44－５項(4)及び事業

分離等会計基準第57－４項(4)に定める経過的な取扱いに従っており、第１四半期連結会計期間の期首時点から将

来にわたって適用しております。

 これによる損益に与える影響はありません。

 

（四半期連結財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理）

    （税金費用の計算）

　税金費用については、当第２四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適

用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算しております。

 

（追加情報）

 当社は、平成27年６月24日開催の株主総会決議に基づき、平成27年８月28日より、取締役および監査役に対する

新たな業績連動型株式報酬制度として「株式給付信託（BBT）」を導入しております。（以下、「本制度」とい

う。）

 

(1) 取引の概要

 本制度の導入に際し、「役員株式給付規程」を新たに制定しております。当社は、制定した役員株式給付規程に

基づき、将来給付する株式を予め取得させるために、信託銀行に金銭を信託し、信託銀行はその信託された金銭に

より当社株式を取得いたしました。（以下、「本信託」という。）

 「株式給付信託（BBT）」は、役員株式給付規程に基づき、取締役および監査役にポイントを付与し、そのポイ

ントに応じて、取締役および監査役に株式を給付する仕組みです。

 

(2) 会計処理

 「従業員等に信託を通じて自社の株式を交付する取引に関する実務上の取扱い」（実務対応報告第30号 平成27

年３月26日）を適用し、本制度に関する会計処理としては、信託の資産および負債を企業の資産および負債として

貸借対照表に計上する総額法を適用しております。当第２四半期連結会計期間末に本信託が保有する自己株式は、

純資産の部に自己株式として表示しており、計上額は387百万円、株式数は300,000株です。

 

(3) 総額法の適用により計上された借入金の帳簿価額

 該当事項はありません。

 

EDINET提出書類

新光商事株式会社(E02664)

四半期報告書

17/25



（四半期連結貸借対照表関係）

　 １　保証債務

 当社の従業員の金融機関からの住宅取得借入れに対し、債務保証を行っております。

 

 
前連結会計年度

（平成27年３月31日）
当第２四半期連結会計期間
（平成27年９月30日）

従業員

（住宅資金借入債務）
10百万円 7百万円

       計 10 7

 

 ２　受取手形裏書譲渡高

 

 
前連結会計年度

（平成27年３月31日）
当第２四半期連結会計期間
（平成27年９月30日）

受取手形裏書譲渡高 4百万円 2百万円

 

※３　未収入金

 ファクタリング方式により譲渡した売上債権の未収額が、以下の通り含まれております。

 

 
前連結会計年度

（平成27年３月31日）
当第２四半期連結会計期間
（平成27年９月30日）

ファクタリング方式により譲渡した

売上債権の未収額
7,261百万円 7,141百万円

 

（四半期連結損益計算書関係）

※ 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は次のとおりであります。

 

 
　前第２四半期連結累計期間
（自　平成26年４月１日

　　至　平成26年９月30日）

　当第２四半期連結累計期間
（自　平成27年４月１日

　　至　平成27年９月30日）

給与及び賞与 1,911百万円 1,949百万円

役員賞与引当金繰入額 25百万円 18百万円

株式報酬引当金繰入額 －百万円 9百万円

退職給付費用 99百万円 123百万円

貸倒引当金繰入額 △4百万円 0百万円

 

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

 ※ 現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は下記のと

おりであります。

 

 

 
前第２四半期連結累計期間
（自　平成26年４月１日
至　平成26年９月30日）

 

 
当第２四半期連結累計期間
（自　平成27年４月１日
至　平成27年９月30日）

 

現金及び預金勘定 23,781百万円 25,376百万円

預入期間が３か月を超える定期預金 △766百万円 △1,079百万円

株式給付信託（BBT）別段預金 －百万円 △3百万円

現金及び現金同等物 23,015百万円 24,294百万円
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（株主資本等関係）

Ⅰ　前第２四半期連結累計期間（自　平成26年４月１日　至　平成26年９月30日）

（1）　配当金支払額

 
 
（決議）

株式の種類
配当金の総額
（百万円）

１株当たり
配当額
（円）

基準日 効力発生日 配当の原資

平成26年６月４日

取締役会
普通株式 593 25  平成26年３月31日  平成26年６月６日 利益剰余金

 

（2）　基準日が当第２四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第２四半期連結会

計　期間末後となるもの

 
 
（決議）

株式の種類
配当金の総額
（百万円）

１株当たり
配当額
（円）

基準日 効力発生日 配当の原資

平成26年10月30日

取締役会
普通株式 355 15  平成26年９月30日  平成26年11月27日 利益剰余金

 

Ⅱ　当第２四半期連結累計期間（自　平成27年４月１日　至　平成27年９月30日）

（1）　配当金支払額

 
 
（決議）

株式の種類
配当金の総額
（百万円）

１株当たり
配当額
（円）

基準日 効力発生日 配当の原資

平成27年５月14日

取締役会
普通株式 593 25  平成27年３月31日  平成27年６月８日 利益剰余金

 

（2）　基準日が当第２四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第２四半期連結会

計　期間末後となるもの

 
 
（決議）

株式の種類
配当金の総額
（百万円）

１株当たり
配当額
（円）

基準日 効力発生日 配当の原資

平成27年10月30日

取締役会
普通株式 480 20  平成27年９月30日  平成27年11月27日 利益剰余金

（注） 平成27年10月30日取締役会決議による配当金の総額には、資産管理サービス信託銀行株式会社（信託Ｅ口）が保

有する自社の株式に対する配当金６百万円が含まれております。
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（セグメント情報等）

【セグメント情報】

Ⅰ　前第２四半期連結累計期間（自 平成26年４月１日 至 平成26年９月30日）

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

     （単位：百万円）

 報告セグメント

調整額

（注）１

四半期連結
損益計算書
計上額
（注）２ 電子部品事業

アッセンブリ
事業

その他の事業 計

売上高       

外部顧客への売上高 57,640 13,819 1,703 73,163 － 73,163

セグメント間の内部売

上高又は振替高
－ － － － － －

計 57,640 13,819 1,703 73,163 － 73,163

セグメント利益 3,005 225 136 3,367 △872 2,494

（注）１．セグメント利益の調整額△872百万円には、各報告セグメントに配分していない全社費用△872百万円が

含まれております。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない管理部門経費及び共通経費でありま

す。

　   ２．セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

 

２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

   （固定資産に係る重要な減損損失）

       該当事項はありません。

   （のれんの金額の重要な変動）

       該当事項はありません。

   （重要な負ののれん発生益）

       該当事項はありません。
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Ⅱ　当第２四半期連結累計期間（自 平成27年４月１日 至 平成27年９月30日）

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

     （単位：百万円）

 報告セグメント

調整額

（注）１

四半期連結
損益計算書
計上額
（注）２ 電子部品事業

アッセンブリ
事業

その他の事業 計

売上高       

外部顧客への売上高 54,658 6,873 1,626 63,158 － 63,158

セグメント間の内部売

上高又は振替高
－ － － － － －

計 54,658 6,873 1,626 63,158 － 63,158

セグメント利益 1,967 50 58 2,076 △868 1,207

（注）１．セグメント利益の調整額△868百万円には、各報告セグメントに配分していない全社費用△868百万円が

含まれております。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない管理部門経費及び共通経費でありま

す。

　   ２．セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

 

２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

   （固定資産に係る重要な減損損失）

       該当事項はありません。

   （のれんの金額の重要な変動）

       該当事項はありません。

   （重要な負ののれん発生益）

       該当事項はありません。
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（１株当たり情報）

　１株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 
前第２四半期連結累計期間
（自　平成26年４月１日
至　平成26年９月30日）

当第２四半期連結累計期間
（自　平成27年４月１日
至　平成27年９月30日）

 １株当たり四半期純利益金額 62円00銭 32円57銭

（算定上の基礎）   

親会社株主に帰属する四半期純利益金額

（百万円）
1,470 772

普通株主に帰属しない金額（百万円） － －

普通株式に係る親会社株主に帰属する四半期

純利益金額（百万円）
1,470 772

普通株式の期中平均株式数（千株） 23,720 23,719

　 （注）１．潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりませ

ん。

        ２．株主資本において自己株式として計上されている資産管理サービス信託銀行株式会社（信託Ｅ口）が保有

する自社の株式は、１株当たり四半期純利益金額の算定上、期中平均株式数の計算において控除する自己

株式に含めております。

              １株当たり四半期純利益金額の算定上、控除した当該自己株式の期中平均株式数

                前第２四半期連結累計期間－株、当第２四半期連結累計期間85,714株

 

（重要な後発事象）

（自己株式の取得）

 当社は、平成27年10月30日開催の取締役会において、会社法第459号第１項第１号の規定による定款の定めに基

づき、下記の通り同法第156条第１項に規定する自己株式の取得枠を設定することを決議いたしました。

１．自己株式の取得を行う理由

   経営環境の変化に対応した機動的な資本政策を遂行するため、自己株式を取得するものであります。

２．取得に係る事項の内容

   (1)取得対象株式の種類           当社普通株式

   (2)取得し得る株式の総数         1,100,000株（上限）

                                    （発行済株式総数（自己株式を除く）に対する割合4.64％）

   (3)株式の取得価額の総額         17億円（上限）

   (4)取得する期間                 平成27年11月２日～平成28年１月29日

   (5)取得方法                     東京証券取引所における市場買付

                                    東京証券取引所における自己株式立会外買付取引

                                    （ToSTNeT‐3）による買付
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２【その他】

　　① 平成27年10月30日開催の取締役会において、当期中間配当に関し、次のとおり決議いたしました。

     （イ） 配当金の総額………………………………… 480百万円

　   （ロ） １株当たりの金額………………………………20円00銭

     （ハ） 支払請求の効力発生日及び支払開始日………平成27年11月27日

　 （注）  平成27年９月30日現在の株主名簿に記載又は記録された株主に対し、支払いを行います。

 

② その他の該当事項はありません。
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第二部【提出会社の保証会社等の情報】
該当事項はありません。
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 独立監査人の四半期レビュー報告書  

 

平成27年11月12日

新光商事株式会社

取締役会　御中

 

清陽監査法人

 

 
指定社員

業務執行社員
 公認会計士 石井　和人 　印

 

 
指定社員

業務執行社員
 公認会計士 野中　信男　　印

 

 
指定社員

業務執行社員
 公認会計士 乙藤　貴弘　　印

 

　当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている新光商事株式会

社の平成27年４月１日から平成28年３月31日までの連結会計年度の第２四半期連結会計期間（平成27年７月１日から平成

27年９月30日まで）及び第２四半期連結累計期間（平成27年４月１日から平成27年９月30日まで）に係る四半期連結財務

諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結包括利益計算書、四半期連結キャッシュ・

フロー計算書及び注記について四半期レビューを行った。
 
四半期連結財務諸表に対する経営者の責任

　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して四半期連結財

務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期連結財務諸表を

作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
 
監査人の責任

　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期連結財務諸表に対する

結論を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠し

て四半期レビューを行った。

　四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質

問、分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認

められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。

　当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。
 
監査人の結論

　当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認め

られる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、新光商事株式会社及び連結子会社の平成27年９月30日現在の財政状態

並びに同日をもって終了する第２四半期連結累計期間の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を適正に表示していない

と信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかった。
 
強調事項

 重要な後発事象に記載されているとおり、会社は平成27年10月30日開催の取締役会において、自己株式の取得について

決議している。

 当該事項は、当監査法人の意見に影響を及ぼすものではない。
 
利害関係

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
 

以　上
 
　（注）１. 上記は四半期レビュ－報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（四半期報

告書提出会社）が別途保管しております。

２. ＸＢＲＬデータは四半期レビューの対象には含まれておりません。
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